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(57)【要約】
【課題】環境温度が変化しても距離の測定精度を確保で
きる。
【解決手段】レンズアレイ１２はレンズと遮光部とを同
一の板状部材に設けて構成している。これにより、環境
温度の変化に伴って開口部の間隔も、レンズの基線長も
、同じ変化量で変化するため、レンズアレイと遮光部と
の位置ずれは生じることはない。環境温度が変化すると
レンズアレイ２２の各レンズ１５の基線長や遮光部１６
の間隔が同じ変化率で変化する。このため、各レンズ１
５の基調線の変化率は、撮像領域１４によって各レンズ
を透過した光から得られた画像の視差の変化率と同じと
なる。上述の測距演算式では当該各変化率は相殺される
。これにより、環境温度が変化したとしても、上述の測
距演算で精度良く距離を測定することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のレンズを一平面上に配置したレンズアレイと、前記各レンズによって通過した入
射光を電気信号に変換する撮像素子と、各レンズの焦点距離を確保するため前記レンズア
レイと前記撮像素子との間に配置されたスペーサとを有する撮像モジュールにおいて、
　前記レンズアレイは、遮光性材料の板状部材に設けられた複数の開口部に光透過性部材
をそれぞれ埋め込んで形成した複数のレンズを形成して構成されていることを特徴とする
撮像モジュール。
【請求項２】
　請求項１記載の撮像モジュールにおいて、
　前記レンズが形成された以外の遮光性材料は遮光性プラスチックであり、前記光透過性
材料は光学用透明プラスチックであることを特徴とする撮像モジュール。
【請求項３】
　請求項２記載の撮像モジュールにおいて、
　前記遮光性プラスチックはガラス繊維等を含有する強化プラスチックであることを特徴
とする撮像モジュール。
【請求項４】
　請求項１記載の撮像モジュールにおいて、
　前記レンズが形成された以外の遮光部は金属で形成されていることを特徴とする撮像モ
ジュール。
【請求項５】
　請求項１記載の撮像モジュールにおいて、
　前記レンズが形成された以外の遮光部はシリコンで形成されていることを特徴とする撮
像モジュール。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の撮像モジュールにおいて、
　前記レンズが形成された以外の遮光部及び前記レンズとの勘合部において、前記レンズ
を形成する部材は前記遮光部を形成する部材の一部又は全体を覆うように形成されている
ことを特徴とする撮像モジュール。
【請求項７】
　請求項１記載の撮像モジュールにおいて、
　前記レンズアレイを形成している部材に、前記スペーサとしてのリブが形成されている
ことを特徴とする撮像モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカメラやデジタルカメラのような撮像装置は、レンズを介して被写体を
ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子上に形成することで被写体の２次元の画像を形成している
。この撮像装置には、複数のレンズが光軸に対して略直交する方向に延在する列や行列を
形成するように配列されたレンズアレイ等の光学系、縦横方向に２次元配列された複数の
画素を備えた撮像領域を有する撮像素子、各レンズに入射した光が撮像素子の撮像領域に
結像するために焦点距離を確保するスペーサを有する撮像モジュールが備わっている。近
年、このように複数のレンズを有する、いわゆる複眼式の撮像モジュールは、被写体まで
の距離を測定する測距モジュールとして用いられている。複眼式の撮像モジュールにおい
てレンズアレイの各レンズは異なる位置に配列されているため、同一の被写体からの光を
各レンズから取り込み撮像素子で映像化した各画像は視差のある画像となる。そして、上
記測距モジュールによる測距演算は、被写体までの距離とレンズの焦点距離との比と、各
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レンズの光軸間距離である基線長と各レンズからの画像の視差との比とが等しいという関
係式に基づき、焦点距離及び基線長が既知値であり各レンズからの画像から視差を求める
ことで、被写体までの距離が算出することができる。
【０００３】
　このような複眼式の撮像モジュールにおいて、レンズを通過した光線の中に、レンズの
有効面以外から迷光と呼ばれる不要な光が含まれることがある。この迷光は撮像素子によ
って映像化した画像に、不要な光によって画像が白っぽくなったり、光がにじんだりする
現象であるフレアや、同一画像が二重、三重に現れる現象であるゴーストとなって現れる
。これらのフレアやゴーストの発生を防ぐために、レンズアレイの入射光側に、レンズに
対応した開口部を有する遮光部材を設ける必要がある。この遮光部材とレンズアレイとの
組み付け精度が十分でなく、レンズアレイの各レンズと遮光部材の開口部との位置合わせ
がずれると、上記不要な光が侵入し、上記フレアやゴーストが現れる。そのため、非常に
高度な組み付けが要求され、組み付けコストが増大する。
【０００４】
　また、上記撮像モジュールにおいて、使用時の環境温度が変化すると、レンズアレイが
膨張あるいは収縮して各レンズの光軸間距離である基線長が変化する。更には、環境温度
の変化に応じて遮光部材も膨張あるいは収縮する。そのため、レンズアレイと遮光部材の
位置決めにおいて組み付け時に精度良い位置合わせを実施できたとしても、遮光部材の開
口部の中心と、レンズアレイのレンズの光軸とのズレ、つまり偏芯が生じる。そして、上
記撮像モジュールを測距モジュールに用いた場合、上記偏芯が各レンズを介して取り込ん
だ画像の視差に影響し、その結果測定距離の誤差となるという問題がある。
【０００５】
　環境温度の変化にかかわらず測距精度を確保可能な撮像モジュールが特許文献１に提案
されている。この特許文献１では、レンズアレイの材料の既知線膨張率と上記遮光部材に
相当する絞り部材の材料の既知線膨張率との線膨張率差を所定値以下に規定している。そ
して、規定した線膨張率差に基づいて環境温度の変化に応じて生じる偏芯の値を推測して
いる。この推測した偏芯の値が一定範囲内になるようにレンズアレイの材料及び遮光部材
の材料の各既知線膨張率をそれそれ設定して撮像モジュールを構成する。これにより、環
境温度の変化によって視差量の変化率が変動することはなくなり、この撮像モジュールを
測距モジュールに用いた場合測定距離の誤差は表れない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　撮像モジュールを測距モジュールに用いた場合、環境温度が変化したときレンズアレイ
の膨張又は収縮がレンズアレイ全体において一様であれば、各レンズの基線長の変化率と
各レンズから得られる視差の変化率も同じとなる。このため、上述の測距演算において基
線長と視差の各変化率は相殺されて上述の測距演算による距離の測定結果は変わらない。
しかし、上記特許文献１の撮像モジュールでは、レンズアレイと遮光部材とが接着剤で接
着固定されて互いに拘束し合っている。そして、接着剤は、レンズアレイの外周部分であ
ってレンズアレイと遮光部材の接合部分の、各レンズの基線長の中心点を基準に対称とな
る複数個所の位置に配置されている。このため、環境温度が変化したとき、レンズアレイ
及び遮光部材は、各接着位置から各レンズの基線長の中心点を基準に個別に膨張し、ある
いは収縮する。上記特許文献１では、環境温度が変化したとき複数の接着固定箇所を起点
にしたレンズアレイの膨張又は収縮の変位分布は不均一な分布となる。これは、基線長の
中心点を対称にした対称領域内における複数の接着箇所から基線長の中心点までの各距離
が同一でないことに起因するものと考えられる。このようにレンズアレイの膨張又は収縮
の変位分布が不均一な分布であることで、基線長の変化率と視差の変化率とが異なる。こ
のため、基線長及び視差に、温度変化に伴う誤差を含むことになり、上述の測距演算では
距離の測定精度を確保することができない。
【０００７】
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　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、環境温度が変化しても
距離の測定精度を確保できる撮像モジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、複数のレンズを一平面上に配置したレ
ンズアレイと、前記各レンズによって通過した入射光を電気信号に変換する撮像素子と、
各レンズの焦点距離を確保するため前記レンズアレイと前記撮像素子との間に配置された
スペーサとを有する撮像モジュールにおいて、前記レンズアレイは、遮光性材料の板状部
材に設けられた複数の開口部に光透過性部材をそれぞれ埋め込んで形成した複数のレンズ
を形成して構成されていることを特徴とするものである。
　また、請求項２の発明は、請求項１記載の撮像モジュールにおいて、前記レンズが形成
された以外の遮光性材料は遮光性プラスチックであり、前記光透過性材料は光学用透明プ
ラスチックであることを特徴とするものである。
　更に、請求項３の発明は、請求項２記載の撮像モジュールにおいて、前記遮光性プラス
チックはガラス繊維等を含有する強化プラスチックであることを特徴とするものである。
　また、請求項４の発明は、請求項１記載の撮像モジュールにおいて、前記レンズが形成
された以外の遮光部は金属で形成されていることを特徴とするものである。
　更に、請求項５の発明は、請求項１記載の撮像モジュールにおいて、前記レンズが形成
された以外の遮光部はシリコンで形成されていることを特徴とするものである。
　また、請求項６の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の撮像モジュールにおい
て、前記レンズが形成された以外の遮光部及び前記レンズとの勘合部において、前記レン
ズを形成する部材は前記遮光部を形成する部材の一部又は全体を覆うように形成されてい
ることを特徴とするものである。
　更に、請求項７の発明は、請求項１記載の撮像モジュールにおいて、前記レンズアレイ
を形成している部材に、前記スペーサとしてのリブが形成されていることを特徴とするも
のである。
【０００９】
　本発明において、レンズアレイにおける複数のレンズは、遮光性材料の板状部材に設け
られた複数の開口部に光透過性部材をそれぞれ埋め込むことで形成される。そして、各レ
ンズが形成された以外の部分は遮光部となる。このように、複数のレンズと遮光部とを一
つの板状部材に設けることで、レンズアレイを構成している。そして、環境温度が変化し
たとき、一つの板状部材のレンズアレイと遮光部の膨張又は収縮は一様である。このため
、各レンズの基線長の変化率と各レンズから得られる視差の変化率とは同じとなる。これ
により、上述の測距演算において、各変化率は当該演算中で相殺されて上述の測距演算に
よる距離の測定の精度を確保できる。
【発明の効果】
【００１０】
　以上本発明によれば、環境温度の変化があっても測距精度を確保できるという優れた効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の撮像モジュールの構成を示す概略断面図である。
【図２】本実施形態の撮像モジュールの製造工程を示す工程断面図である。
【図３】板状部材とレンズとの嵌合部の例を示す概略断面図である。
【図４】本実施形態の撮像モジュールの別の構成を示す断面図である。
【図５】本実施形態の撮像モジュールの変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を適用した撮像モジュールの実施形態について説明する。
　図１は本実施形態における撮像モジュールの構成を示す概略断面図である。同図の（ａ
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）に示すように、本実施形態の撮像モジュール１０は、撮像素子１１、レンズアレイ１２
及びスペーサ１３を含んで構成されている。撮像素子１１はＣＣＤ等の撮像センサであり
、図示していないが縦横方向に２次元配列された複数の画素を有する撮像領域１４を備え
ている。そして、撮像素子１１の撮像領域１４はそれぞれほぼ等分されている。各レンズ
を通過した被写体からの光が撮像素子１１のそれぞれの撮像領域１４上に結像し、各撮像
領域１４における各画素は入射した被写体からの光を光電変換して光の強度に応じた電気
信号をそれぞれ出力する。出力された電気信号は様々な信号処理が施されて映像化される
。また、レンズアレイ１２は、複数のレンズ１５と、遮光材料で形成された遮光部１６と
を備えている。更に、スペーサ１３には、撮像素子１１とレンズアレイ１２との間に配置
され、複数のレンズ１５に対応する複数の開口部１７が設けられている。本実施形態によ
れば、レンズアレイ１２に遮光機能を持たせた構造となっている。その結果、レンズアレ
イ１２とは別に遮光部材を設ける必要がなくなり、かつそれらの組み付けも不要となる。
これにより、組み付け時に両者の位置ずれが生じるといった問題も発生しない。そして、
環境温度の変化に伴ってレンズアレイの各レンズ１５の基線長や遮光部１６の間隔が同じ
変化率で変化する。このため、各レンズ１５の基調線の変化率は、撮像領域１４によって
各レンズ１５を透過した光から得られた画像の視差の変化率と同じとなる。上述の測距演
算式では当該各変化率は相殺される。これにより、環境温度が変化したとしても、上述の
測距演算で精度良く距離を測定することができる。
【００１３】
　なお、遮光部１６の材料は遮光性であれば良く、金属、プラスチック等適宜最適な部材
を使用することができる。レンズ１５と遮光部１６の材質がともにプラスチックである場
合は、それぞれ、カーボンブラック等が含有された遮光性プラスチックと光学用透明プラ
スチックを用いて二色成形を用いることで、１つのモールドでレンズ１５と遮光部１６が
一体化されたレンズアレイ１２を容易に作製することができる。また、環境温度の変化に
伴うレンズ１５間距離（基線長）の伸び縮みは少ないほうが、複数のレンズ１５から得ら
れる視差画像から距離を求めたときの誤差が少なくなる。このため、その線膨張係数が小
さいものの方が望ましい。上記例の場合、遮光部１５を構成するプラスチックには、ガラ
ス繊維等が含有された強化プラスチックを使用することで、温度変化に伴う遮光部１６の
寸法変化を抑えることができる。この場合は、プラスチックへのガラス繊維等の強化材の
含有量が多いほど、その温度変化に伴う膨張収縮量を小さくすることができるが、一方で
加工精度が低下し、かつ異方性が大きく反り量等が増大する。つまり、平坦度を確保する
ことができなくなる。そのため非強化プラスチックに対して線膨張係数としては１／２程
度しか期待できない。
【００１４】
　一方、金属やシリコン等の部材は、プラスチックに対して線膨張が１／１０以上小さく
、本実施形態における遮光部１６の材質として適している。特に、撮像素子として使用さ
れるＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサはシリコン基板上に形成されているため、基板と同材
質であるシリコンを用いることで、環境温度の変化に対するセンサの画素とレンズの位置
の移動量が同じとなり、温度非常に誤差の少ない視差画像を得ることができる。
【００１５】
　このような部材の加工には、プラスチックのような射出成形を用いることはできないが
、板状の部材を、フォトレジストを用いたエッチング加工もしくはマイクロブラスト加工
などによって、精度良く開口部を形成させることができる。金属を用いた場合には、上述
のエッチングもしくはマイクロブラスト加工の適用はもちろん、機械加工や打ち抜き等の
パンチング加工を適用することもできる。また、シリコンや金属を遮光部として使用する
場合、プラスチックのような二色成形を適用することはできない。その場合のプレス工法
を用いることができる。
【００１６】
　図２は本実施形態の撮像モジュールの製造工程を示す工程断面図である。ここでは遮光
部としてシリコンを用い、レンズの部材としてガラスを用いた。図２の（ａ）に示すよう



(6) JP 2012-154825 A 2012.8.16

10

20

30

40

50

に、レンズとなる所定位置に開口部２１が設けられた板状部材２２を用意する。本実施形
態における板状部材２２はシリコンの所定の位置にマイクロブラスト加工によってテーパ
形状を有する開口部２１を設けたものを用いた。次いで、図２の（ｂ）に示すように、開
口部２１に略レンズ形状に加工されたガラスブランク２３を設置する。そして、図２の（
ｃ）、（ｄ）に示すように、ガラスブランク２３が設置された板状部材２２を、所望のレ
ンズ形状が加工されたモールド２４の一方の上に配置する。そして、所定の温度で、両方
のモールド２４で所定の圧力をガラスブランク２３に加えて挟み込み、ガラスブランク２
３にモールド２４に加工されたレンズ形状を転写させる。次に、図２の（ｅ）に示すよう
に、各モールド２４を板状部材から離反させて、レンズ２５が一体化されたレンズアレイ
２６を取り出す。
【００１７】
　このような製造工程によって、遮光部とレンズが一体化されたレンズアレイを容易に作
製することができる。また、本実施形態においては、板状部材の部材がレンズの部材より
耐熱性であるほうが好ましい。なぜならば、レンズを加熱／加圧して所望の形状を転写す
るときに、板状部材が変形することなく、板状部材の所望の位置に予め形成されている開
口が変形したりずれたりすることを防ぐことができるからである。上記実施形態では、板
状部材としてシリコンを、レンズ部材としてガラスを用いたがもちろんこれに限定される
ものではない。
【００１８】
　次に、一体化された遮光部とレンズとの嵌合部の例を図３に示す。同図において、図１
と同じ参照符号は同じ構成要素を示す。図３の（ａ）、（ｂ）に示す例は、板状部材に形
成された開口がレンズ設計上の有効範囲の大きさに形成されていれば、レンズ１４が開口
に対してはみ出して形成させることができる。図３の（ａ）中における点線で囲まれた部
分であるはみ出し部２７は遮光部１５の一部を覆うような構成になっている。あるいは、
図３の（ｂ）における点線で囲まれた部分２８に示すように、遮光部１５の全体をレンズ
の光透過性材料で覆ってもよい。これらにより、レンズアレイの加工時に、レンズ１５と
遮光部１６を確実に密着一体化させることができる。また、図３の（ｃ）に示すように、
板状部材の開口をテーパ構造とすることで、加工時のガラスブランクの位置決めを確実に
実施することができる。
【００１９】
　次に、図４は本実施形態の撮像モジュールの別の構成を示す断面図である。同図におい
て、図１と同じ参照符号は同じ構成要素を示す。図４に示すように、レンズアレイ１２の
板状部材には、レンズ１５に斜めから光が入射しないように、フード部２９を一体に形成
させることもできる。
【００２０】
　図５は本実施形態の撮像モジュールの変形例を示す斜視図である。同図において、図１
と同じ参照符号は同じ構成要素を示す。図５の（ａ）に示すように、レンズアレイ１２は
、板状部材にリブ部３１が形成された構造となっている。板状部材の平坦部には所定の位
置に開口部３２が形成されている。そして、図５の（ｂ）に示すように、開口部３２にレ
ンズ３３が一体化された構造となっている。この場合の一体化方法も、上述したモールド
にリブ部の逃がしを設けることで、同様の方法を用いることができる。リブ部３１は、図
１の撮像モジュール１０におけるスペーサ１３と同等の形状、即ちスペーサの厚さ及び高
さを有する形状に加工されている。従って、図５の（ｃ）に示すように、撮像モジュール
３０の構成としては、図１のようなスペーサは不要で、撮像素子１１及びレンズアレイ１
２の２つの部品からなり、両者を接着すればいい構造となり、部品点数や接着工数が減る
ため、組み付け性が向上させることができる。
【００２１】
　なお、上記実施形態では、二眼の複眼撮像モジュールについて説明してきたが、二眼に
限らず三眼以上のレンズを有するレンズアレイを用いた複眼の撮像モジュールに適用可能
なことは言うまでもない。
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【００２２】
　以上説明したように、実施形態によれば、図２に示すように、複数のレンズを一平面上
に配置したレンズアレイ２２は、遮光性材料の板状部材に複数の開口部２１を設け、この
開口部２１に光透過性部材のガラスブロックをそれぞれ埋め込んでレンズ２５を形成する
ことで構成されている。図１に示すように、レンズアレイ１２はレンズ１５と遮光部１６
とを同一の板状部材に設けて構成されている。これにより、環境温度の変化に伴って、複
数のレンズ１５の基線長も、撮像素子１１の各撮像領域１４から得られた画像の視差も、
互いに同じ変化率で膨張又は収縮する。このため、レンズ１５も遮光部１６の位置ずれが
生じることはない。また、環境温度が変化するとレンズアレイ２２の各レンズ１５の基線
長や遮光部１６の間隔が同じ変化率で変化する。このため、各レンズ１５の基調線の変化
率は、撮像領域１４によって各レンズを透過した光から得られた画像の視差の変化率と同
じとなる。上述の測距演算式では当該各変化率は相殺される。これにより、環境温度が変
化したとしても、上述の測距演算で精度良く距離を測定することができる。
【００２３】
　また、実施形態によれば、図３に示すように、レンズ１５が形成された以外の遮光部１
６及びレンズ１５との嵌合部において、レンズを形成する部材は遮光部を形成する部材の
一部又は全体を覆うように形成されている。これにより、レンズアレイの加工時に、レン
ズ１５と遮光部１６を確実に密着一体化させることができる。
【符号の説明】
【００２４】
１０　撮像モジュール
１１　撮像素子
１２　レンズアレイ
１３　スペーサ
１４　撮像領域
１５　レンズ
１６　遮光部
１７　開口部
２１　開口部
２２　板状部材
２３　ガラスブランク
２４　モールド
２５　レンズ
２６　レンズアレイ
２７　はみ出し部
２８　カバー部
２９　フード部
３０　撮像モジュール
３１　リブ部
３２　開口部
３３　レンズ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献１】特許第４３７８４３４号公報
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